
 

静岡市ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 静岡市は、静岡市ものづくり産業振興条例（平成23年静岡市条例第24号）第17条に基

づき、同条例第２条第１号に規定するものづくり産業の振興を図るため、市内の製造業の持

続的な発展に向けた競争力強化事業に取り組む事業者又は団体（以下「事業者等」という。）

に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市

補助金等交付規則（平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定め

るところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「競争力強化事業」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める事業であって、新市場又は販路の開拓を目的としたものをいう。 

（１）新製品等開発事業 次のアからウまでのいずれかに該当する事業をいう。ただし、製品

のデザイン（意匠法（昭和34年法律第125号）第２条第１項の意匠を含む。）のみを新たに

する事業を除く。 

  ア 新しい素材、技術等（異種材料及び異分野技術を活用するものを含む。）を利用して、

従来品より優れた製品を開発する事業 

  イ 既存の技術、技法等を活かし、従来にない製品又は従来品より著しく優れた製品を開

発する事業 

  ウ 自社の従来品を改良する事業で、その機能の向上に資する事業 

（２）大規模展示会出展等事業 小間数又は出展企業数が100程度以上の展示会に出展し、又は

これを開催する事業をいう。 

（３）効果促進事業 前２号に掲げる事業の効果の促進を図る目的として実施する事業をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が必要が

あると認めるものとする。 

（１）中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業者（以下「中

小企業者」という。）であって市内に本社又は工場を保有するもの並びに中小企業等協同組

合法（昭和24年法律第181号）第３条第１号の事業協同組合、同条第１号の２に規定する事

業協同小組合及び同条第４号に規定する企業組合であって、市内に主たる事業所を保有す

るもののうち、統計法第28条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件（平成25年総

務省告示第405号）に定める日本標準産業分類の大分類Ｅに掲げる製造業に区分されるも



の。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当するものを除く。 

  ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業（中小企業基本

法第２条に規定する中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。）が所有している者 

  イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を複数の大企業が所有している

者 

  ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占める者 

（２）構成員の３分の２以上が前号に規定する者である団体 

 （補助事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、競争力強化事業で、

市長が必要があると認めるものとする。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める経費（公租公課、消費税及び地方消費税を除く。）とする。 

（１）新製品等開発事業 原材料費、研究用機器導入費、外注委託加工費及び委託試験費 

（２）大規模展示会出展等事業 次に掲げる経費 

ア 国内で補助事業を行う場合は、展示会（販売を主な目的とするもの及び静岡市の補助

金を受けて開催するものを除く。）に出展し、又は展示会を開催するために使用する会場

の借上料又は小間に係る使用料及びブースの装飾に係る経費（イにおいて「借上料等」

という。） 

イ 海外で補助事業を行う場合は、借上料等、製品の輸送料及び保険料 

（３）効果促進事業 次に掲げる経費及び市長が販路の開拓に資すると認める経費であって、

専ら新製品の宣伝のためのものを除く。 

  ア 新製品等開発事業を行う場合は、販路の開拓のために専門家を活用する費用及び広告

物の作成に要する費用、市場調査のために行うテストマーケティング費用及び新規チャ

ネルの開拓に要する費用 

  イ 大規模展示会出展等事業を行う場合は、展示会の出展に要する広告費用及び展示会の

会場で使用する広告物の作成費用 

 （補助金の額） 

第６条 補助対象経費の額から国等補助金（この補助金の補助対象経費を対象として、国、他

の地方公共団体等から補助対象者に交付される補助金をいう。この場合において、この補助

金の補助対象経費以外の経費を対象として当該補助金が交付されるときは、当該補助金は、



当該経費とこの補助金の補助対象経費に均等に交付されたものとみなす。）の額を控除した

額の２分の１に相当する額（1,000円未満の端数が生じる場合にあっては、これを切り捨てた

額）の範囲内で市長が定める額とし、新製品等開発事業にあっては20万円を、大規模展示会

出展等事業にあっては別表に定める額を、効果促進事業にあっては30万円をそれぞれ限度額

とする。ただし、大規模展示会出展等事業と新製品等開発事業又は効果促進事業を当該年度

に併せて実施する場合においては、それぞれの補助事業の限度額の合計額について、第３条

第１号に規定する者が大規模展示会出展等事業を国内で実施する場合にあっては50万円を、

同号に規定する者が同事業を海外で実施する場合にあっては60万円を、第３条第２号に規定

する者が大規模展示会出展等事業を国内で実施する場合にあっては130万円、同号に規定す

る者が同事業を海外で実施する場合にあっては180万円をそれぞれ超えてはならない。 

 （補助回数等） 

第７条 一の事業者等（団体の構成員として補助金の交付を受ける場合を含む。以下同じ。）に

対する補助金の交付は、１年度において１回限りとする。 

 （交付の申請） 

第８条 補助金の交付の申請をしようとする者は、ものづくり産業の持続的な発展に向けた競

争力強化事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し

なければならない。 

（１）申請者概要調書（様式第２号） 

（２）事業計画書（様式第３号） 

（３）収支予算書（様式第４号） 

（４）誓約書（様式第５号） 

（５）登記事項証明書（申請者が法人の場合に限る。） 

（６）事業活動の実態が確認できる書類（申請者が個人の場合に限る。） 

（７）構成員名簿（申請者が団体の場合に限る。） 

（８）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

 （交付の決定等） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を

審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、

ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化補助金交付決定通知書（様式第６号）に

より、当該申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第５条の２各号のいずれかに該当する場



合は、補助金の交付の決定をしない。 

 （交付の条件） 

第10条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第６

条第１号から第３号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。 

（１）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿

及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならない。 

（２）規則及びこの要綱を遵守すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。 

 （変更、中止又は廃止の承認申請） 

第11条 第９条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめものづくり

産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第７号）

に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して市長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。 

（１）変更事業計画書（様式第３号） 

（２）変更収支予算書（様式第４号） 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

 （変更、中止又は廃止の承認） 

第12条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべ

きと認めたときは、ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業変更（中止・廃

止）承認通知書（様式第８号）により補助事業者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第13条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を得た場合を含

む。）、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかにものづくり産業

の持続的な発展に向けた競争力強化事業実績報告書（様式第９号）に次に掲げる書類を添付

して、市長に提出しなければならない。 

（１）事業実績書（様式第10号） 

（２）収支決算書（様式第４号） 

（３）補助事業の実施を確認することができる資料 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が指定する書類 

 （補助金の額の確定） 



第14条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要が

あると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定

の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付す

べき補助金の額を確定し、ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金交

付確定通知書（様式第11号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

 （請求） 

第15条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に請

求書（様式第12号）を市長に提出しなければならない。 

 （雑則） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 （静岡市新商品等開発事業補助金交付要綱及び静岡市大規模展示会出展等事業補助金交付要 

綱の廃止） 

２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

（１）静岡市新商品等開発事業補助金交付要綱（平成27年４月１日施行） 

（２）静岡市大規模展示会出展等事業補助金交付要綱（平成27年４月１日施行） 

 （経過措置） 

３ この要綱による廃止前の静岡市大規模展示会出展等事業補助金交付要綱第９条第１項の規

定による補助金の交付を受けた者に対する別表の適用については、同表備考中「この要綱」

とあるのは、「この要綱及び静岡市大規模展示会出展等事業補助金交付要綱（平成27年４月１

日施行）」とする。 

別表（第６条関係） 

 

 

 

補助回数 

補助金の限度額 

第３条第１号に規定する者が大規模

展示会出展等事業を行う場合 

第３条第２号に規定する者が大規模

展示会出展等事業を行う場合 

国内 海外 国内 海外 

０回から

２回まで 

200,000円 300,000円 構成員のうち補

助事業を実施す

構成員のうち補

助事業を実施す



る第３条第１号

に規定する者ご 

る第３条第１号

に規定する者ご 

   とに200,000円と

し、その合計の額

が1,000,000円を

超 え る と き は

1,000,000円 

とに300,000円と

し、その合計の額

が1,500,000円を

超 え る と き は

1,500,000円 

３回 100,000円 150,000円 構成員のうち補

助事業を実施す

る第３条第１号

に規定する者ご

とに100,000円と

し、その合計の額

が500,000円を超

え る と き は

500,000円 

構成員のうち補

助事業を実施す

る第３条第１号

に規定する者ご

とに150,000円と

し、その合計の額

が750,000円を超

え る と き は

750,000円 

４回以降 50,000円 75,000円 構成員のうち補 

助事業を実施す

る第３条第１号

に規定する者ご

とに50,000円と

し、その合計の額

が250,000円を超

え る と き は

250,000円 

構成員のうち補 

助事業を実施す

る第３条第１号

に規定する者ご

とに75,000円と

し、その合計の額

が375,000円を超

え る と き は

375,000円 

 備考 「補助回数」とは、一の事業者等が同一の展示会に出展する場合におけるこの要綱に

おける補助金の交付を前年度までに受けた回数をいう。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



 

様式第１号（第８条関係） 

 

ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金交付申請書 

年 月 日  

  （宛先）静岡市長 

申請者 

住所 
法人にあっては、その主 

たる事務所の所在地 

 

 

氏名 
法人にあっては、その名 

称及び代表者の氏名 
 

連絡担当者   

電話番号   

 

補助金の交付を受けたいので、静岡市ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化

事業補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 補助事業の種類（該当するものを全て○で囲んでください。） 

（１）新製品等開発事業 

（２）大規模展示会出展等事業 

（３）効果促進事業 

 

２ 事業名  

 

３ 交付申請額          円 

  

 ４ 添付書類 

（１）申請者概要調書（様式第２号） 

（２）事業計画書（様式第３号） 

（３）収支予算書（様式第４号） 

（４）誓約書（様式第５号） 

（５）登記事項証明書（申請者が法人の場合に限る。） 

（６）事業活動の実態が確認できる書類（申請者が個人の場合に限る。） 



 

（７）構成員名簿（申請者が団体の場合に限る。） 

（８）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 



 

様式第２号（第８条関係） 

 

申請者概要調書 

１ 申請者の名称 

 

 

２ 代 表 者 

 

 

３ 申請者の沿革 

 

 

４ 資本金（資金） 

 

 

５ 従 業 員 数 

 

 

６ 業    種 

   主 要 製 品 

 

   主要取引先 

 

７ 本社所在地 

 

                     電話番号 

８ 事務所所在地 

 

                     電話番号 

 

 



 

様式第３号（第８条、第11条関係） 

 

事業計画書（変更事業計画書） 

 

１ 自社の課題 

 

 

２ 事業実施の目的 

 

 

 

３ 事業内容 

（１）具体的内容 

 

 

（２）事業実施スケジュール 

 

期間 

（いつ） 

 

実施項目 

（何をするのか） 

 

 

 

 

 

４ 事業実施により目標とする事業成果 

   

 

 

 

 

 



 

様式第４号（第８条、第11条、第13条関係） 

 

収支予算書（変更収支予算書、収支決算書） 

１ 収入の部 

科   目 予  算  額 決  算  額 摘要 

市補助金    

    

    

    

合    計    

 

２ 支出の部 

 （１）事業全体経費 

科   目 予  算  額  決  算  額 摘要 

対 

象 

経 

費 

新製品等開発事業費    

大規模展示会出展等

事業費 

   

効果促進事業費    

    

    

    

    

小 計    

対

象

外

経

費 

消費税    

    

    

    

    

小 計    

合   計    



 

（２）科目別内訳（税抜） 

ア 新製品等開発事業費 

内容・使途 数量 単価（円） 金額（円） 備考 

     

     

     

     

     

     

計     

イ 大規模展示会出展等事業費 

内容・使途 数量 単価（円） 金額（円） 備考 

     

     

     

     

     

     

計     

ウ 効果促進事業費 

内容・使途 数量 単価（円） 金額（円） 備考 

     

     

     

     

     

     

計     

  



 

様式第５号（第８条関係） 

誓約書 

  年  月  日   

（宛先）静岡市長 

申請者 

住所 
法人又は団体にあっては、 

 

 

 

その主たる事務所の所在地 

氏名 法人又は団体にあっては、 

その名称及び代表者の氏名 

 電話番号  

 

静岡市ものづくり産業の持続的発展に向けた競争力強化補助金（以下「補助金」という。）の

交付を申請するにあたり、次の内容について、誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっ

ても、異議は一切申し立てません。 

記 

チェック  

☐ 全ての交付対象要件を満たしています。 

また、全ての申請内容は事実に相違ありません。 

☐ 下記のいずれにも該当せず、みなし大企業ではありません。 

（１）発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業（中

小企業基本法第２条に規定する中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。）が

所有している者 

（２）発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を複数の大企業が

所有している者 

（３）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占

める者 

☐ 市税に滞納はありません。 

☐ 虚偽が判明した場合は、静岡市補助金等交付規則第16条の規定により補助金を

返還します。 

※全ての項目に☑を記入してください。チェック欄の全ての項目に記入がない場合は、補助金

の交付を申請することはできません。  



 

様式第６号（第９条関係） 

第   号  

年 月 日  

          様 

静岡市長 氏   名 印  

 

ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金交付決定通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった補助金の交付については、静岡市ものづくり産業の持

続的な発展に向けた競争力強化事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第９条第１項の

規定により、次のとおり決定したので、通知します。 

 

１ 交付決定額          円 

 

２ 交付の条件 

（１）次に掲げる記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。 

  ア 補助事業の目的及び内容 

  イ 補助事業の事業計画及び収入支出の予算 

  ウ 交付を受けようとする補助金の額の算出の基礎 

（２）補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったとき

は、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。 

 （３）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるこ

と。 

 （４）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳

簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならない。 

（５）（１）から（４）までに掲げるもののほか、静岡市補助金等交付規則（平成15年静岡市

規則第44号）、要綱及び市長が指示する事項を遵守すること。 

  



 

様式第７号（第11条関係） 

 

ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書 

年 月 日  

（宛先）静岡市長 

 

 
住所 

法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

 

  

申請者 氏名 
法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 
 

 電話番号   

 

年 月 日付け   第   号により補助金の交付の決定を受けた事業の変更（中

止・廃止）について、承認を受けたいので、静岡市ものづくり産業の持続的な発展に向けた

競争力強化事業補助金交付要綱第11条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請しま

す。 

 

１ 変更（中止・廃止）の内容 

 

２ 変更（中止・廃止）の理由 



 

様式第８号（第12条関係） 

第   号  

年 月 日  

          様 

静岡市長 氏   名 印  

 

ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金変更（中止・廃止）承認通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった補助事業の変更（中止・廃止）については、静岡市も

のづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金交付要綱第12条の規定により、

次のとおり承認したので、通知します。 

 

承認の内容



 

様式第９号（第13条関係） 

 

ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金実績報告書 

年 月 日  

（宛先）静岡市長 

 
住所 

法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

 

  

報告者 氏名 
法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 
 

 電話番号   

 

年 月 日付け   第   号により補助金の交付の決定を受けた事業が完了し

たので、静岡市ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金交付要綱第13

条の規定により、次のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

１ 交付決定額          円 

 

２ 事業完了年月日    年 月 日 

 

３ 添付書類 

（１）事業実績書（様式第10号） 

（２）収支決算書（様式第４号） 

（３）補助事業の実施を確認することができる資料 

  



 

様式第10号（第13条関係） 

 

事業実績書 

 

１ 事業名 

 

 

２ 目的 

 

 

 

３ 事業内容 

（１）期間 

 

 

（２）具体的内容 

 

 

４ 目標とした事業成果の達成状況 

   

 

 

５ 持続的な発展に向け、今後販路の開拓のために継続して取り組むべき事項 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第11号（第14条関係） 

第   号  

年 月 日  

          様 

静岡市長 氏   名 印  

 

ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金交付確定通知書 

 

年 月 日付け   第   号により決定した補助金の交付について確定したの

で、静岡市ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金交付要綱第14条の

規定により、次のとおり通知します。 

 

１ 交付決定額          円 

 

２ 交付確定額          円  



 

様式第12号（第15条関係） 

 

請   求   書 

 

 

金            円 

 

ただし、  年 月 日付け 第 号により補助金の交付の確定を受けた静岡市ものづく

り産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金として、上記のとおり請求します。 

 

 

年  月  日 

 

（宛先）静岡市長 

 

所 在 地 

請求者  名   称 

代 表 者   氏    名    

 

 

 

口座振替先金融機関名 

口座種別 

No. 

口座名義 


